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 来年春からの保険料、１１％値上げ ？！ 
１１．８北海道後期高齢者広域連合議会  「試算として回答」  

  

 北海道後期高齢者医療広域連合は、来年度以降の保険料が現行保険料の 11.05%増にあたる年額７万４

６７５円と試算していることが、１１月８日に行われた広域連合議会で明らかにしました（2013年 3月

現在の被保険者は 71万 8045人です）。 
 

  

１２年度も 後期高齢者から差し押さえ！ 前年度の２.１倍に  
     ― ２７自治体、２４１件 ２３３８万円 ― 

      
 

増える差し押え金額 ２年前の４倍に 

 
北海道後期高齢者医療広域連合で、2012年度、27自

治体で 241 件の差し押さえがあったことがわかりまし

た。毎年度、実施自治体、件数、金額とも増えています

（2011年度は 26自治体で 113件でした）。 

 

後期高齢者医療制度の保

険料は、多くの方が、年金

から天引きされますが、年

額１８万円未満の年金を受

給している方などは年金か

ら天引きされません。  

こうした低所得者の方か

ら差し押さえている可能性

もあります。 

 

 

 

保険料を値上げしないで！ 自治体決議などの取り組みを 
 

来年度以降の保険料は、２月に行われる議会で決定されます。広域連合や国、道にも要請しましょう。 
 

北海道後期高齢者広域連合と 11月 27日(水)15時から懇談します。 
  保険料の見通しや差し押さえ、今度の制度の動向などについて、懇談します。 
        参加ご希望の方は、道社保協までにお知らせください。 


